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対象国の考え方

2

行ラベル 2022年 2023年 2024年 2025年

1 中華人民共和国 378,395,141 313,808,074 251,408,509 296,084,367

2 香港 103,841,359 86,927,997 67,290,618 76,551,554

3 シンガポール 92,278,912 70,157,733 56,790,054 47,849,922

4 大韓民国 81,344,831 40,638,466 31,913,736 28,081,341

5 台湾 36,373,083 39,221,365 40,696,717 44,501,539

6 アメリカ合衆国 26,881,521 25,160,108 29,027,207 30,231,298

7 タイ 12,969,988 13,704,086 17,079,697 18,507,432

8 ベトナム 13,287,031 10,690,185 11,418,133 11,254,002

9 フランス 6,580,227 7,778,860 10,391,328 10,503,561

10 ドイツ 6,695,682 6,659,734 7,271,397 7,959,108

11 マレーシア 5,381,889 5,512,168 6,764,667 6,782,501

12 ロシア 3,284,423 4,938,420 5,805,255 6,071,637

13 インドネシア 4,413,781 3,936,019 5,313,731 6,263,250

14 スイス 6,880,385 4,105,237 1,759,675 5,675,539

15 ベルギー 3,563,123 3,591,996 4,279,087 4,028,106

16 カナダ 3,501,171 3,059,306 2,847,194 2,240,598

17 オーストラリア 2,274,531 1,967,251 2,666,584 3,970,484

18 フィリピン 1,931,635 2,119,021 3,157,197 3,382,725

19 アラブ首長国連邦 1,850,966 2,035,200 2,999,866 3,673,428

20 英国 2,141,910 1,402,455 2,011,457 1,628,847

21 インド 1,605,726 1,671,264 1,412,829 2,012,636

その他 9,916,858 11,670,144 13,879,695 14,415,837

日本の化粧品輸出額ランキング 「普通貿易統計（概況・表別）」

1 中華人民共和国

2 アメリカ合衆国

3 日本

4 香港

5 ベトナム

6 ロシア

7 台湾

8 タイ

9 アラブ首長国連邦

10 シンガポール

韓国当局がフォーカスしている輸出金額上位国（2025年）

現状の国内化粧品の輸出金額ランキング、または日本の産業界がフォーカスすべき市場として

✓ 一辺倒からの脱却は必要であるものの近隣大国である 中国（＋香港・台湾）
✓ 最優先の成長市場として ASEAN・インド
✓ 中国市場のリスク分散先として 米国（北米）
✓ 質的（ブランド価値）生存戦略、日本文化への理解度合いから 欧州（EU）

特にASEANについて、EUの影響力は以前から強かったものの
昨今では中国も経済圏としての囲い込み戦略を強化している
これに伴い、日本のプレゼンスはシェアとトレンドの主導権を中韓勢
に激しく浸食されていると言える

（千円）



対象エリアの規制動向
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JCIA産業政策委員会の取組み
として日本国内規制の緩和実現
のために活動中



JCIA会員企業の輸出拡大に向けた課題 ～2026年1月8日開催のウェビナー資料抜粋～
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海外規制に関する知見、ノウハウ、対応リソース不足が大きな課題であることが明らかに

特にグローバル規制において、EUのみならず中国、台湾、ASEANの一部の国では
PIF制度（Product Imformation File：製品情報ファイル）への適用を要求しており
原料の安全性、効能、品質に関する詳細データが必要

特に最新の海外規制情報の入手と
PIFで求められる化粧品原料の安全性、効能、
品質データの収集 基盤構築が急務



【参考】PIFのコンテンツについて ～2026年1月8日開催のウェビナー資料抜粋～
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日本化粧品業界として実施すべきこと：原料情報の統合データベース構築
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【目的】

1. 輸出に必要な成分規制の情報入手
EUの成分規制強化の流れを受けて各国で規制強化の動きが加速化しており、タイムリーな情報把握が必須

2. EU（SCCS）、米国（CIR）といった国際的な安全性評価機関による安全性情報の入手
国際的な安全性評価権威機関による安全性評価結果を日本語で閲覧できる環境が求められている

3. 日本固有の素材に対しての安全性データ、効能データの収集と利用活性化
日本固有の素材はグローバルでは使用できない状況があり、独自に原料データを収集しなければならない状況

データを集約し、各社が利用できる環境構築は原料業界にとっても効率化と価値拡大に繋がる

4. 中国、ASEANに対しての影響力復活
日本では明文化された公開リストが存在しないため、特にアジア諸国の規制に対しての交渉力がない
欧州（SCCS）、米国（CIR）は中国、ASEANに対して情報公開を促進している

中国、ASEANからは日本は成分規制について無管理国と判断されている



【参考：韓国】国策としての化粧品業界サポート
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韓国は国策として化粧品の輸出拡大のために各種施策を実施

✓ 海外規制の翻訳と情報公開
✓ 成分規制情報の公開と解説
✓ 化粧品の品質認証
✓ 準公的であるが、成分の安全性、機能認証データの提供

その一環として化粧品成分事典 (KCID)を構築

「KCID」は国の化粧品法に則り、食品医薬品安全処（MFDS：日本
の厚労省に相当）の支援や研究プロジェクトを経て構築された、最も権
威のあるデータベース。運営主体は大韓化粧品協会 (Korea 
Cosmetic Association)であり韓国最大の化粧品業界団体。
www.kcia.or.kr/cid



【参考：韓国化粧品成分事典 サイト】
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【参考：欧州】欧州の成分安全性DB 「COSMETICK」
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「COSMETICK」は毒性データベースおよびデジタル化粧品リスク評価ツールであり、フランスに拠点を置くCEHTRA（セトラ）社
が提供しているサービス。化粧品の安全性評価や規制遵守をサポートするための専門的なデジタルプラットフォームであり商用の
専門ツール。
EU政府の規制や科学的基準に100%基づいており、EUでビジネスを行う企業が政府の要求を満たすために使用する「準公
式」に近い信頼性を持つツールと見なされている。
https://www.cehtra.com/cosmetick

※CEHTRA社：(Consultancy for Environmental & Human Toxicology and Regulatory Affairs)
フランスを本拠地とし、欧州全域や国際的な化学物質規制に関するコンサルティングを行っている専門企業

1. 主な特徴

●毒性・生態毒性データベース
化粧品原料の化学物質に関する膨大な毒性データ（人体への影響）および生態毒性データ（環境への影響）を収録した
データベース

●デジタル・リスクアセスメント（安全性評価）ツール
欧州の化粧品規則（EC No 1223/2009）に基づいた「化粧品製品安全性報告書（CPSR）」の作成を支援。
成分の配合量や使用部位に応じた安全域（MoS: Margin of Safety）の計算などを自動化・効率化可能。

●国内外の配合規制公開
各国の規制情報（配合上限など）を一覧可能。

https://www.cehtra.com/cosmetick
https://www.cehtra.com/cosmetick


【参考：欧州COSMETICKサイト】
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CAS No.もしくはINCI名で検索

成分を選択すると、どの毒性懸念があるか、等情報を確認可

ライセンスに応じて詳細情報を入手可能



【参考：欧州】公式化粧品成分DB「CosIng」
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「CosIng」（Cosmetic Ingredients）は欧州委員会（EC）が提供している、公式の化粧品成分データベース。
このデータベースは無料で一般公開されており、EUにおける「規制の厳格化」と「企業のイノベーション」を両立させるためのイン
フラとして位置付けている。
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

1. 主な特徴

化粧品成分の国際的名称（INCI名）、化学物質を特定するCAS No.、EINECS番号で検索可能
であり、該当成分がEUの化粧品規則のどの付属書（Annex）に記載されているのか探索できる

●成分の規制情報
成分がEUで「使用禁止」なのか「制限付きで許可」されているのか等、成分の規制情報を公開

●科学的見解（SCCS意見書）
消費者安全に関する科学委員会（SCCS）が発行した、その成分の安全性に関する専門的なレポート
へのリンク公開

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/


【参考：欧州 CosIngサイト】
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CAS No.もしくはINCI名で検索 SCCS意見書ダウンロード



【参考：米国】CIR（Cosmetic Ingredient Review：化粧品成分検討委員会）
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CIRは1976年に設立され、米国食品医薬品局（FDA）や消費者団体などの支援を受けつつ、業界団体であるPCPC
（米国化粧品工業会）の資金で運営されている

専門家
(皮膚科医、毒性学専門家)

「高度な専門性」
「徹底した中立性」

信頼性と妥当性の判断

PCPC
（米国化粧品工業会）

運営資金の提供
データの収集と提供
運営委員会への参画

FDA
「米国食品医薬品局」

判定を監督
選定の基準データ提供

CIR選定委員会

✓ 評価対象の選定・優先順位
付け

✓ データの収集・要約・レポート
作成

✓ データの精査・安全性の判
定

安全性評価レポート

CIRサイト



【参考：日本他業界】CMP（Chemical and circular Management Platform）
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自動車や電子部品に含まれる化学物質情報を一元化する 「CMP（ケミカル＆サーキュラーマネジメントプラットフォーム）」の
アプリケーション実証実験がスタートする模様
有償サービスであるが、中小企業は無償化も検討中

「CMPコンソーシアム」は、製品に含まれる化学物質情報の管理・伝達を円滑化し、持続可能な循環型社会（サーキュラーエ
コノミー）を実現するために設立された組織であり、４つの主要な業界チームが中心となり活動

1) 化学品メーカー・樹脂等の材料メーカー
2）電子部品・デバイス・金属材料メーカー
3）家電・精密機器・情報通信機器メーカー
4）自動車・オートバイ・自動車部品メーカー

この度、大規模実証実験をスタートするとの記事が掲載（化学工業日報 2026.1.26）

出展：CMPコンソーシアム 実証実験説明会資料より抜粋




